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介
護
福
祉
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

■
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
証
明

書
の
交
付
に
つ
い
て

確
定
申
告
で
お
む
つ
代
の
医
療
費

控
除
の
手
続
き
を
す
る
場
合
、
医

師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証

明
書
」
に
代
え
て
、
市
が
発
行
す

る
証
明
書
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま

すC
①
す
で
に
要
介
護
認
定
を
受
け

て
、
お
む
つ
代
に
つ
い
て
医
療
費

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
2
年
目
以

降
で
あ
る　

②
要
介
護
認
定
に
係

る
主
治
医
意
見
書
に
、
証
明
に
必

要
な
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る　

※
②
に
つ
い
て
は
対
象
と
な
ら
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
高
齢
者
の
所
得
税
な
ど
の
「
障

害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
の
交

付
に
つ
い
て

確
定
申
告
で
障
害
者
控
除
の
手
続

き
を
す
る
場
合
、
市
が
発
行
す
る

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す

C
要
介
護
認
定
・
要
支
援
認
定
を

受
け
て
い
る
65
歳
以
上
の
方
で
、

※
障
が
い
の
程
度
に
よ
っ
て
は
入

会
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す

募
集
場
所
・
定
員
あ
さ
ひ
・
錦
岡
・

大
成
児
童
セ
ン
タ
ー　

各
4
人

H
I
2
月
5
日
㈮
ま
で
に
電
話
で　

青
少
年
課　

J
(32)
6
7
5
9　

※

申
し
込
み
後
、
面
談
や
体
験
入
会

を
行
い
入
会
を
決
定

催
し
・
講
座

消
防
出
初
式

消
防
団
員
約
80
人
で
編
成
し
た

『
と
ま
こ
ま
い
消
防
ま
と
い
隊
』

が
消
防
伝
統
演
技
で
あ
る
「
は
し

ご
乗
り
」「
ま
と
い
振
り
」「
木
や

り
唄
」
を
披
露
し
ま
す
。
当
日
は
、

消
防
自
動
車
の
展
示
、
写
真
撮
影

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い
方　

※
対
象
と
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
介
護
支
援
い
き
い
き
ポ
イ
ン
ト

事
業　

介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

研
修
会
の
開
催

A
1
月
20
日
㈬　

10
時
〜
12
時

B
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

C
65
歳
以
上　

初
め
て
受
講
さ
れ

る
方

D
介
護
支
援
い
き
い
き
ポ
イ
ン
ト

事
業
の
制
度
説
明
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
の
際
の
留
意
点

F
60
人　

申
し
込
み
順

G
介
護
保
険
被
保
険
者
証
、
印
鑑

H
前
日
ま
で
に
電
話
で　

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー　

J
(84) 
6
4
8

1
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

I
介
護
福
祉
課　

J
(32)
6
3
4
4

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
障

が
い
児
の
受
け
入
れ

4
月
か
ら
の
入
会
を
希
望
す
る
方

は
、
次
の
通
り
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い

C
市
内
小
学
校
に
在
籍
し
、
障
が

い
な
ど
が
あ
り
、
下
校
後
18
時
30

分
ま
で
仕
事
な
ど
で
保
護
者
が
家

庭
を
留
守
に
す
る
た
め
、
保
護
が

受
け
ら
れ
な
い
児
童
（
原
則
月

間
15
日
以
上
で
3
カ
月
間
継
続
）　

用
の
ち
び
っ
こ
防
火
衣
や
ミ
ニ
消

防
車
な
ど
を
用
意
し
て
い
ま
す

A
1
月
8
日
㈮　

10
時
〜
11
時
30

分　

※
9
時
30
分
開
場

B
市
民
会
館

I
消
防
本
部
総
務
課　

J
(84) 

5
0

1 

4苫
小
牧
市
民
防
災
講
座

A
D
●
2
月
3
日
㈬
＝
①
防
災
気

象
情
報
お
よ
び
気
象
災
害
予
防
に

つ
い
て　

②
土
砂
災
害
に
備
え
て

●
2
月
4
日
㈭
＝
③
樽
前
山
の
火

山
噴
火
災
害
に
つ
い
て　

④
避

難
所
運
営
図
上
訓
練
「
Hハ

グ
U
G
」　

両
日
と
も　

10
時
30
分
〜
16
時　

※
各
講
座
1
つ
の
み
の
受
講
も
可

B
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

F
70
人　

申
し
込
み
順

H
I
1
月
22
日
㈮
ま
で
に
、
危
機

管
理
室
（
L
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
で
配
布
の
申
込
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
直
接
ま
た
は
電

話
、
フ
ァ
ク
ス
、
郵
送
（
必
着
）、

E
メ
ー
ル
で　

危
機
管
理
室　

J

(32)
6
2
8
0　

K
(33)
0
4
7
4　

Mkikikanri＠
city.tom

akom
ai.

hokkaido.jp

イ
ク
メ
ン
・
イ
ク
マ
マ

子
育
て
応
援
講
座

A
1
月
31
日
㈰　

10
時
〜
12
時

B
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー　

市
税（
国
保
税
除
く
）を
口
座
振
替
で
納
付
さ
れ
た
方
へ
の
「
口
座
振
替
済
通
知
書
」
は
廃
止
と
な
っ
て
い
ま
す
。
記
帳
し
た
通
帳
で
ご
確
認
く
だ
さ
い　

I
納
税
課　

J
(32)
6
2
7
3

福　

祉
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